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総合計画について1

総合計画は、市財政の展望を踏まえながら、まちづくりを計画的・効率的に推進するための最上位
の計画であり、市政運営の基本となるものです。
また、まちづくりの基本理念や将来都市像、これらの実現に向けた基本的施策等を明らかにし、本
市の進むべき方向性を示した、市民と共有するまちづくりの指針となるものです。

第五次宇部市総合計画は、基本構想と実行計画の２層で構成します。

●基本構想では、本市の目指すべき将来都市像を
示すとともに、施策の基本的方向を定めます。

●計画期間は、令和４年度（2022年度）から令和
13年度（2031年度）までの10年間とします。

●実行計画では、基本構想に示される将来都市像
の実現に向けて、取り組むべき基本的な施策を
総合的・体系的に示します。

●計画期間は、社会情勢の変化に対応できるよ
う、基本構想の期間（10年間）を前期（５年間）
と後期（５年間）に分けて策定します。

●人口減少・少子高齢化の進行、地球規模での環境問題の深刻化、Society5.0の進展など、本市を取り
巻く社会環境や経済情勢は大きく変化しています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
人々の交流機会の大幅な減少や消費の落ち込み等の影響が見られる中で、感染拡大防止と社会経
済活動の両立及びポストコロナを見据えた対応が求められています。

●今後、本市が持続可能な発展を遂げていくためには、AI・IoT等の近年急激に進化したICTや本市の
｢宝｣である様々な地域資源の活用、また、｢SDGs未来都市｣として誰一人取り残さない共生社会の構
築など、社会情勢の変化に的確に対応しながら、「共存同栄・協同一致」の精神のもと、これまで以上
に市民や企業、行政等が一体となって、市政を推進していく必要があります。

●このような中、平成22年（2010年）に策定した｢第四次宇部市総合計画｣が、令和３年度（2021年度）
で計画期間が終了するため、本市の新たなまちづくりの指針として、令和４年度（2022年度）からス
タートする｢第五次宇部市総合計画｣を策定します。

こころ

１ 計画の位置づけ

2 計画の構成と期間
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全国の合計特殊出生率の推移（人口動態調査）

1.20

1.30

1.40

1.50

R２H27H22H17H12H７

1.42

1.36

1.26

1.39

1.45

1.34

宇部市を取り巻く社会情勢2
●人口減少・少子高齢化の進行は、地域社会や経済活動の担い手不足、医療や介護をはじめとする社会保
障費の増大など、様々な影響を及ぼすことが懸念されています。

●国の総人口は、平成20年（2008年）をピークに減少局面に入っており、令和2年（2020年）時点で約1億
2,600万人と、前回の国勢調査から約0.7％減少
しています。また、高齢化率は28.6%と、世界で
最も高い水準です。

●平成27年（2015年）に100万６千人であった年
間出生数は、令和２年（2020年）には84万1千人
と過去最少を記録しました。また、平成17年
（2005年）に1.26まで落ち込んだ、合計特殊出
生率については、平成27年（2015年）には1.45
まで回復したものの、その後は再び下降し、令和
2年（2020年）では1.34となっています。

●AI・IoT等の先端技術（以下「デジタル先端技術」という。）を産業や社会生活に取り入れ、付加価値の創
造や生産性の向上等の経済発展と社会的課題の解決を両立していくSociety 5.0の実現に向けた取組
が進められています。

●新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響は、地球規模で社会・経済、更には人々の行動や価値観、健
康などあらゆる面に波及しており、新しい生活様式の実践による感染拡大の防止と社会経済活動の両立
が求められています。

●経済のグローバル化による国際競争の激化や、製造業の海外生産比率の高まり、ICTの高度化等により、
産業構造の変化が進んでいます。

●雇用情勢については、生産年齢人口の減少など、人口構造の変化により、慢性的な人材不足が想定され、
多様な担い手の確保や労働生産性の向上が求められています。

●地球規模での温暖化や海洋プラスチックごみへの対策のほか、自然環境や生物多様性等の生活に身近な
環境についても大切に守り、育んでいくことが求められています。

●国においては、令和２年（2020年）10月、成長戦略の柱として「経済と環境の好循環」を掲げ、2050年ま
でに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする方針（2050年カーボンニュートラル）を示し、脱炭素社会の
実現に向けた取組を進めています。

●従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動は、経済成長をもたらした反面、資源の枯渇やエネル
ギー消費の増大、廃棄物の大量発生など、様々な局面で環境問題を深刻化させており、循環型社会の構
築に向けた取組が求められています。

●就業構造や雇用環境の変化、｢人生100年時代｣と言われる長寿命化など、社会の成熟化に伴って、働き
方や生き方における価値観が多様化する中で、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、性別や年
齢、国籍、障害のあるなしに関わらず、一人ひとりの希望をかなえられる環境づくりが求められています。

●誰もが安心して、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる地域共生社会の実現に向け、福祉等における公的
サービスの充実とともに、地域住民が支え合いながら、暮らしていくことができるコミュニティの構築が求
められています。

●新型コロナウイルス感染症の拡大や近年多発する大規模な自然災害等により、安定した救急医療体制や
災害・危機に対する危機管理体制の整備など、安心して暮らせるまちづくりへの意識が高まっています。

●食の安全に関する問題や子ども・高齢者を狙った犯罪の増加、インターネットの普及に伴う悪質商法等
のリスクの高まりから、暮らしにおける安心・安全への対策が求められています。

SDGsとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略で、平成27年（2015年）の国連サ
ミットで採択された、令和12年（2030年）を年限とする国際目標です。持続可能な世界を実現するため、地球上の「誰
一人取り残さない」をスローガンに「すべての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」「住み続けられるまちづく
りを」などの17のゴール（目標）と、その下に169のターゲット（取組）を掲げています。

SDGsは市民生活や地域活動とも密接に関連しており、市民や地域に最も近い主体である地方自
治体の果たすべき役割はますます大きくなっています。
このような中、本市は内閣府から「SDGs未来都市」に選定（平成30年（2018年））されており、

SDGsの達成に向け、持続可能なまちづくりに取り組んでいます。

このため、本計画にSDGsの理念
を取り入れ、計画の推進を通じて、
「誰一人取り残さない」社会の実現
を目指し、地域課題の解決に取り組
んでいきます。

※計画では、取り組む施策とSDGsの17の
目標との関連性について、右記アイコンを
用いて示します。

■持続可能な社会の実現に向けて

１ 人口減少・少子高齢化の進行

2 技術革新の進展など、社会経済環境の変化

3 地球規模での環境問題の深刻化

4 誰もが活躍できる共生社会の形成

5 安心・安全な暮らしを脅かすリスクの高まり
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●本市は、山口県の南西部に位置し、東は山口市、西は山陽小野
田市、北は美祢市に接し、南は瀬戸内海に面しています。面積
は約287㎢、気候は温暖で雨の少ない典型的な瀬戸内海式気
候です。

●自然豊かな市北部の荒滝山や小野湖周辺では、希少生物が多
く生息しており、市街地に近接する霜降山は渡り鳥などの野
鳥の貴重な生息地となっています。

●瀬戸内海に面した市南部の平野部では、真締川や厚東川が流
れ、貴重な水辺環境を有しています。

●鉄道はJR山陽本線・宇部線が東西に走り、高速道路は山陽自
動車道が市の中央部を横断しています。また、海浜部には重要
港湾である宇部港があり、山口宇部空港も市街地に近い位置
にあるなど、陸・海・空それぞれの交通環境が整っています。

●理工系を中心とした高等教育機関や研究機関の集積を活か
し、民間企業との新技術・新製品開発に向けた取組を進めてい
ます。

●三次救急医療機関である山口大学医学部附属病院をはじめ、
数多くの医療施設が立地しており、全国的にも市民一人当た
りの病床数や医療関係者も多い状況です。

●今日の宇部市発展の礎は、明治期以降の石炭産業の振興により築かれました。強い郷土意識、強固な共
同体的精神のもと、石炭で得た利益を様々な社会事業に投資し、地域の基盤づくりが進められていく中
で、大正10年（1921年）、「宇部村」から「宇部市」へと市制を施行し、それ以後、「共存同栄・協同一致」の
精神を育みながら、地域経済の発展を遂げてきました。

●昭和20年（1945年）の空襲により市街地の大半が焼失したものの、まちの再建にかける市民の熱意と戦
後の石炭景気に支えられ、順調な復興を遂げました。その後、国の資源エネルギーの需要構造の転換に
伴い、本市においても炭鉱が閉山されたことにより、市勢も一時停滞しましたが、近代工業都市へと転換
を図り、今日では瀬戸内海沿岸地域で有数の臨海工業地帯を形成するに至りました。

●工業の発展過程で生じた公害を、産官学民が一体となり克服した本市は、平成９年（1997年）、国連環境
計画（UNEP）から、国内の自治体としては３番目となる名誉ある「グローバル500賞」を受賞するなど、環
境保全への取組（宇部方式）が国際的にも高く評価されています。

●市民運動をきっかけに、昭和36年（1961年）、国内では初めてとなる大規模な野外彫刻展が開催され、現
在では、世界で最も歴史ある野外彫刻の国際コンクール「UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）」へと発
展し、アートによるまちづくりの先駆的な取組として重要な役割を果たしています。

※1 国勢調査による（令 和２年 10月１日現在）。
※2 山口県人口移動統計調査による。

●本市の人口は、令和２年（2020年）時点で162,570人※1であり、10年前と比べて約11,000人減少していま
す。また、世帯数は72,595世帯※1と、これまでほぼ横ばいで推移していますが、１世帯当たりの人員は減少
傾向にあります。

●年間出生数については、令和元年（2019年）には1,092人※2と、10年前の出生数と比べて275人減少して
おり、合計特殊出生率は、ここ数年1.5前後で推移しています。

●年齢別人口割合の推移では、令和２年（2020年）の65歳以上の割合（高齢化率）は33.5％と、10年前の平
成22年（2010年）の26.1％と比べて、7.4ポイント増加する一方で、15歳未満の年少人口と15歳～64歳
の生産年齢人口の割合は経年的に減少しています。

こころ１ 位置・地勢

2 沿革
宇部市の現状と課題3

3 人口
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■観光
●ときわ公園等の観光資源の磨き上げと新たな観光資
源の発掘、県内外に向けた効果的な情報発信、本市の
歴史・観光情報等に触れることができる場の創出、広
域連携によるMICEの誘致やインバウンド観光の推進
など、DMOをはじめとした関係団体との連携や市民
との協働により、観光客誘致を推進します。また、山口
県の空の玄関口として、近隣市町との観光連携を強化
します。

■移住定住
●地方移住への関心の高まりを新たな人の流れにつなげていくため、本市の魅力を積極的に情報発信する
とともに、移住希望者への支援や移住後のサポート体制の充実により、UIJターンの促進を図ります。
●都市機能と中山間地域の豊かな自然環境を併せ持つ、首都圏からアクセスの良い地方都市として、二地
域居住など、本市に多様な形で継続的に関わる関係人口の創出・拡大を図ります。

■文化・スポーツ
●多様な文化に触れ、楽しむことができる機会の充実や文化の創造・発展を促進するとともに、野外彫刻に
よるまちづくりの発祥の地として、子どもから大人まで幅広い世代への彫刻教育の推進などにより、「文
化の薫るまちづくり」を進めます。

●誰もが生涯を通じてスポーツを楽しむことができるよう、身近な場所でスポーツができる環境（する、み
る、ささえる）づくりを進めます。また、本市にゆかりのあるプロ・トップスポーツチームとの連携事業など
を通じて、市民の一体感や郷土への誇り・愛郷心を醸成するとともに、スポーツイベントの誘致・開催や子
どもたちへの指導等の交流の場を創出することで、スポーツによる地域の活性化を図ります。

■人権・多様性社会
●個人の価値観の多様化が進む中においても、一人ひとりが個性を認め合い、互いの人権を尊重すること
で、共に成長する社会づくりを推進します。

●多様な生活スタイルや働き方が尊重され、それぞれの生き方に応じたやりがいのある仕事づくりや安定
した雇用の確保に加え、交流やチャレンジできる環境の整備を進めていくことで、年齢や性別を問わず幅
広い市民の活躍を促進します。

■健康・医療
●健康寿命の延伸を図るため、市民一人ひとりが主体的
に健康づくりに取り組める機会の創出や仕組みを構
築していくとともに、市民・地域団体・事業者等の多様
な主体との連携により、人的・物的資源を活用し、地域
全体で健康づくりが実践できる環境の整備を進めま
す。

●恵まれた医療資源を活用し、住み慣れた地域で安心し
て医療が受けられるよう、関係機関とのネットワーク
を強化するとともに、感染症や災害時にも迅速に対応
できる体制を整備するなど、多様化する医療ニーズへ
の対応を図ります。

■地域福祉
●市民の地域活動への参画を促進していくことで、地域の福祉力の向上を図ります。
●地域に暮らす全ての人が互いに支え合う「我が事・丸ごとの地域づくり」を強化し、生涯にわたり、自分ら
しく安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指します。
●生活困窮者等が自立し、安定した生活を送ることができるよう、関係機関との連携強化により、問題の早
期発見と継続した支援の充実を図ります。

■高齢者福祉
●高齢者が元気で自分らしく生活が送れるよう、生きが
いづくりや活躍の場づくりなど、社会参加の促進を図
ります。
●介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮
らすことができるよう、保健・医療・福祉が連携した
サービスの提供や地域における支え合いの仕組みの
充実を図ります。

■障害者（児）福祉
●障害のある人が自分らしく働き、活躍でき、社会的に
自立できるまちづくりを推進します。

●障害のあるなしに関わらず、市民の誰もが安心して暮
らせるよう、ハード・ソフトの両面からバリアフリーの
まちづくりを推進します。　
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